
INFORMATION
市外局番は 0994 まちからのお知らせ代表☎ 0994-22-0511

令和 7年 6月頃から月に 1回、1年かけて食生活
改善推進員養成講座を行います。管理栄養士・保
健師・歯科衛生士等と2時間ほどの勉強会を行い、
9割以上出席された方は「食生活改善推進員」とし
て協議会に入会できます。

食生活改善推進員養成講座 開講
食に関する知識を学びたい方、大募集！

健康保険課　☎ 22-3044

◉お問い合わせ先　健康保険課　☎ 22-3044

錦江町では「いつでも、どこでも、だれでも」気
軽に学習する場として「生涯学習講座」を毎年開
講しています。町民の皆さまからの「こんな講座
があったら参加したいな」「こんな講座を開設して
講師として活躍したいな」というご意見を募集し
ます。

生涯学習講座内容を募集します
「こんな講座があったらいいな」ご意見ください

教育課　☎ 22-0517

生涯学習県民大学講座 錦江町で開催
２講座の受講生を募集します

教育課　☎ 22-0517

旧田代給食センター備品の売却
ステンレス製作業台２台

住民生活課　☎ 25-2511

旧田代給食センターで使用していた備品を売却し
ますので、購入を希望される方は、１月 28日まで
に入札参加申込書を提出してください。詳細は田
代支所住民生活課までお問い合わせください。

参加資格▶❶町内に住所を有する個人及び法人
　　　　　 ❷税金や水道料などに未納がない方
※その他詳細情報は入札説明書でご確認ください
提出書類▶入札参加申込書
提出先▶田代支所住民生活課
提出期限▶１月 28 日火 17 時必着

落札物件の引き渡しは設置場所での現状引き渡しとし、
引き渡し後の不調や故障についての補償は一切行いま
せん。引き渡しに係る経費については落札者負担とし
ます。

食生活改善推進員とは

まちからのお知らせ

錦江町では２つの講座を開設します。受講を希望
される方は、電話・ファックス・二次元コードか
らお申し込みください。

開催期日▶２月１日 土
開催場所▶ 錦江町総合交流センター３階多目的室
定　　員▶各講座 30 名
受 講 料 ▶無料
申込み先▶教育課生涯学習チーム☎ 22-0517
※右上の二次元コードからもお申し込みできます。

講師　鹿屋体育大学スポーツ生命科学系　
　　　中垣内　真樹　教授　
◉中高齢者を対象とした健康づくりや介護予防の
ための運動の効果や運動の実践方法について教授
します。講義のみならず簡単に実践できる運動を
紹介します。（実技あり）

講座❶

売却備品

ステンレス製作業台（大） ステンレス製作業台（小）

◉お問い合わせ先　住民生活課　☎ 25-2511 奥花瀬自然公園休憩施設 (現：瀬々來樹館 )

令和７年４月～営業を行う使用者を募集

奥花瀬自然公園休憩施設（現在「そうめん流し瀬々
來樹館」として運営）で令和７年４月から事業を
行う利用者を募集します。

観光交流課  ☎ 28-2488

◉お問い合わせ先　観光交流課　☎ 28-2488 

施設確認期間▶ 1月14日 火～ 21 日 火

質問票提出期限▶ 1月21 日 火
申請書提出期間▶１月27日月～２月4日火
プレゼンテーション審査会▶ 2月12 日 水

（※要事前連絡）

※詳しい応募要件等については、町ホームページまた
は観光交流課に準備してある募集要項をご覧ください。

健康寿命延伸のための運動の効果と実践
10：30 ～ 12：00（受付 10：00 ～ 10：20）

講師　元鹿児島純心女子大学　根建　洋子　教授
◉客観的な事実を私たちに教えてくれる科学的・
統計的なデータにも触れながら、信頼性の高い情
報をもとに、健康寿命の延伸にもつながる望まし
い生活習慣についてお話しします。

講座❷

いつまでも若々しく活力ある日々のために
～健康寿命を延ばす生活習慣～

13：30 ～ 15：00（受付 13：00 ～ 13：20）

※本事業の活動風景の写真等を広報紙等に使用す
ることがあります。
※電話番号等については，条例に基づき，本事業
に関することに限り使用するとともに，適正に管
理します。
※先着順となりますので，早めにお申し込みくだ
さい。
※参加にあたって配慮や支援が必要な場合は，お
気軽にご相談ください。

◉お問い合わせ先　教育課　☎ 22-0517

募集締切▶１月 31 日金　
応募方法▶電話・窓口・二次元コードから

※講師や他の講座等の兼ね合いにより、開講でき
ない場合もあります。

◀開催してほしい
　講座がある方は
　こちらから

◀講師希望は
　こちらから

◉お問い合わせ先　教育課　☎ 22-0517

　風しんは、成人がかかると症状が重くなること
があります。また、妊婦さんが風しんに感染する
と赤ちゃんが障害をもって生まれる可能性があり
ます。
　公的予防接種が行われていない年代の方に、無
料で風しんの抗体検査と予防接種を受けられる
クーポンをお送りしています。　
　あなた自身と、これから生まれてくる世代の子
どもを守るために、ぜひ風しん抗体検査と予防接
種を受けてください。

40 ～ 50 代男性の方はご確認を
風しんの抗体、持っていますか？

健康保険課　☎ 22-3044

◉お問い合わせ先　健康保険課　☎ 22-3044

対象者▶昭和昭和 3737 年 4 月 2 日～昭和年 4 月 2 日～昭和 5454 年 4 月 1 日生の年 4 月 1 日生の男性男性
実施期間▶令和 7 年２月 28 日金まで

検査手順
❶医療機関 ( 医師会立病院・大根占医院 ) へ予約。
❷クーポンを持参して検査を受ける。
❸風しん抗体検査を受けた結果、十分な量の抗体がな
いことが判明した方は、引き続き予防接種を受ける。
※クーポンを紛失された方は再発行いたしますので、
ご相談ください。

地域の食生活を改善する人を意味します。
実際に地域の食に触れ食に関する講習
を受けたり、あるいは自分たちで料理教
室をしたりと様々なボランティア活動をしてい
ます。

募集締切▶３月 31 日月　
定員▶５名（先着順）
対象▶性別を問わず、錦江町在住の方
受講料▶無料
申込み方法▶お電話にてお申込みください。

盛土規制法の運用が始まります
盛土や切土、土砂の仮置きに許可が必要

建設課　☎ 22-3033

盛土等に伴う災害から人命を守るため、令和７年５月
１日木に、錦江町全域が危険な盛土等を規制する区域
に指定される予定です。運用開始後は一定規模以上の
盛土や切土、一時的な土砂の仮置きについて、安全基
準に適合させるとともに、鹿児島県の許可が必要とな
ります。

※詳しくは二次元コードから鹿児島県の
ホームページをご確認ください。
◉お問い合わせ先　
鹿児島県土木部建築課 盛土等規制対策班
☎ 099-286-3695
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総合フリーダイヤル▶ 0120-95-0178
全国共通ナビダイヤル▶ 0570-783-578

INFORMATION
市外局番は 0994 まちからのお知らせ代表☎ 0994-22-0511

児童手当制度が令和６年 10 月（12 月支給）から
改正になり、支給対象児童の範囲や支給額が拡充
されました。
令和７年３月 31 日月までに申請があった場合は、
令和６年 10 月分から遡って支給しますので、申
請漏れのないようにご留意ください。

児童手当申請忘れはありませんか
12月支給分から制度が改正されています

介護福祉課　☎ 22-3042

令和７年度錦江町職員を募集
申込期限は令和７年２月３日月まで

総務課　☎ 22-0511

令和７年度錦江町職員を募集します。一次試験を
２月 16 日日に行いますので、受験を希望される
方は２月３日月までにお申し込みください。

◉お問い合わせ先　介護福祉課　☎ 22-3042
　　　　田代支所　住民生活課　☎ 25-2511

マイナンバーカードを失くした場合には、直ちに
以下の電話番号に連絡し、マイナンバーカードの
一時停止を行ってください。

マイナンバーカードを紛失したら
電話による一時停止の手続きを

住民税務課　☎ 22-3039

◉お問い合わせ先　住民税務課　☎ 22-3039
　　　　田代支所　住民生活課　☎ 25-2511

申請が必要な方 ( 例 )
児童手当を受給していない方
◉中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の
児童のみを養育している方（大学生年代の兄姉等がい
る場合を含む）
児童手当を受給している方
◉受給者が経済的負担をしている大学生年代の子が
いる、かつ、その子を含め３人以上の子を養育してい
る方

振込通知書の廃止
制度の改正に伴い、これまで送付していた「支払
通知書」は、令和７年２月支給分から廃止となり
ます。
今後の支給金額等の確認については、支払日であ
る２月、４月、６月、８月、10 月、12 月の各 10
日（10 日が土日祝日の場合は、金融機関の前営業
日）以降に、通帳の記帳によりご確認ください。

※プッシュ通知「２」

※通話料金がかかります
※ IP 電話等で繋がらない場合は 050-3818-1250
へお電話ください。

募集職種▶ 初級一般事務

一次試験▶ 2月16 日 日 午前９時から

二次試験▶３月 ９日 日
試験会場▶ 錦江町役場 本庁３階

受付期間▶ 12月25日水～令和７年2月3日月
　　　　　　　　　　　　　　　　　（17 時必着）

昭和 54年４月２日（45歳）から平成 19
年４月１日（18歳）までに生まれた者で、
高等学校卒業以上の者。または令和７年
３月に卒業見込みの者。

受験資格

◉一般事務

申込方法 提出期限は２月３日月 17時まで

◉申込書は、総務課または田代支所住民生
活課、町ホームページで取得できます。
◉申込書に必要事項を記入し、下記提出先
まで持参か郵送で提出してくだ
さい。くわしくは錦江町ホーム
ページをご覧ください。

◉提出先・問い合わせ先
　〒 893-2302
　鹿児島県肝属郡錦江町城元 963 番地
　錦江町役場総務課 職員採用担当 宛
　☎ 0994-22-0511

まちからのお知らせ

町民の交流と文化振興の拠点として、令和６年 11 月に
田代支所３階議場を多目的ホールへと改修しました。
文化系の催物や講演会、パブリックビューイングなど
多目的に利用できる施設となっていますので、是非ご
利用ください。

田代支所に多目的ホール完成
３階議場を改修し、文化振興の拠点に

住民生活課　☎ 25-2511

◉お問い合わせ先　田代支所　住民生活課　☎ 25-2511

多目的ホール詳細
収容人数 ▶ 約 120 名
　　　　　（ホール：約 100 名、傍聴席：約 20 名）
設備▶ 音響・照明・映像設備
利用時間 ▶ 午前９時から午後 10 時まで
利用料金 ▶ 下の表のとおり

利用の仕方
住民生活課（☎ 25-2511）までご連絡の上、お申込み
ください。

ホール
入場料等を徴収しない場合 １時間 500円
入場料等を徴収する場合 １時間 2,000円
舞台のみ利用する場合 １時間 200円
楽屋１ １時間 100円
楽屋２ １時間 100円

 舞台  客席

 楽屋１  楽屋２

こけら落としコンサートが開催されました

12 月 22 日に「音
楽仲間の集い こけ
ら落としコンサー
ト」が開催され、
多くの観客が来場
しました。錦江町
文化協会会長の河
野洋子さんによる
祝儀舞で幕を開け

た本公演。ジョイサウンズをはじめ、ハーモニカクラ
ブロマン、コール錦江など、地元で活動する皆さんの
演奏や歌声が新しいホールに響き渡りました。

錦江町では、新しい事業を生み出す起業家や事業者を
応援する取り組みがスタートしています。しかし、そ
こには、役場職員自身の意識や行動も変わる必要もあ
るのではないか？
そんな思いから、役場では事業をプロデュースできる
人材を育てるため、職員 15 名が 2 年間にわたる「職
員研修」に挑んできました。
さらに、この取り組みを役場内だけに留めず、地域の
皆さんと力を合わせて進めるため、現在「役場×住民」
が共創して事業に取り組む「共創プロジェクト」を実
施しています。

当日は、これまでの取り組みや今後の展望についてお
話します。参加は無料、どなたでも参加可能です！
そして、２つのプロジェクトを前進させるためにはみ
なさんの声が不可欠です。
ぜひご参加いただき、「こうしたら、もっと楽しくなる
のではないか」「私も一緒に挑戦してみたい」など、ご
意見をお聞かせください！

プロジェクト成果報告会を開催します
地域と職員の挑戦！

政策企画課　☎ 22-3032　産業振興課　☎ 22-3034

◉お問い合わせ先　
　職員研修　産業振興課　☎ 22-3034
　共創プロジェクト 政策企画課　☎ 22-3032

報告会詳細

日時▶ ２月17 日 月 18 時～ 20 時 30 分

場所▶  錦江町総合交流センター 3 階
申込み方法 ▶ 二次元コードまたは問い合わせ先
　　　　　　  までお電話ください。

【職員研修】
行政職員が、所属課に関わ
らず「1 町民として」解決し
たいテーマを掲げ、4 つのプ
ロジェクトに分かれて活動を
行ってきました。事業化を目
指し、現在も活動を続けてい
ます。

（プロジェクト例）
①多世代の居場所づくり
②空き家活用＆住まいの選択
肢を増やす
③子どもを応援する親や家庭
の環境づくり
④子どもの「やればできる！」
を育む

【共創プロジェクト】
第三次錦江町総合振
興計画の策定業務の
一環で、行政職員と
地域住民が協働して、
計画の策定だけでな
く具体的なプロジェ
クトの創出・実行まで
取り組んできました。

併せて錦江町役場の本庁(住民税務課)・田代支所(住
民生活課 )の窓口で紛失等の届出を行ってください。
※マイナンバーカードの一時停止後にカードが見
つかった場合、紛失等の申請を行う前であれば、
役場窓口で一時停止の解除を行うことができます。
※マイナンバーカードを拾った場合は、最寄りの
交番・警察署へ落とし物として届け出をお願いい
たします。
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